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木き

の野
は
旧
幡は
た
え
だ枝
村
の
一
集
落
で
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
京
都
市

に
編
入
さ
れ
て
、
左
京
区
岩
倉
木
野
町
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
木
野
に
は
、

実
は
古
く
か
ら
の
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
集
落
に
住
む
村

人
は
土か
わ
ら
け器
を
生
産
す
る
集
団
を
形
成
し
、
彼
ら
は
朝
廷
や
足
利
将
軍
家
に

祭
器
や
食
器
を
献
上
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

戦
国
時
代
の
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
に
は
、
岩
倉
の
小
倉
山
城
を
居
館

と
す
る
山
本
氏
の
領
地
と
な
っ
て
い
て
、
木
野
の
土
器
衆
に
対
し
て
土
器
用

の
土
を
自
由
に
採
取
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
土
器
師
た

ち
は
、
平
安
遷
都
の
時
に
河
内
・
和
泉
か
ら
嵯
峨
に
居
住
し
、
愛
宕
・
野
々

宮
両
神
社
（
右
京
区
）
に
仕
え
る
よ
う
に
な
り
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）

に
は
幡
枝
村
へ
移
住
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
木
野
に
鎮
座
す

る
愛
宕
神
社
は
、
こ
の
土
器
師
た
ち
が
旧
地
か
ら
勧
請
し
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
彼
ら
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
土
器
が
京

の
町
に
売
り
出
さ
れ
、
ま
た
御
所
に
も
納
品
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
由
緒
あ
る
集
落
に
は
自
治
組
織
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
現
在

で
は
祭
礼
の
な
か
に
そ
の
姿
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
か
で

も
注
目
さ
れ
る
の
は
「
木
野
愛
宕
神
社
の
烏え

帽ぼ

子し

着ぎ

」（
京
都
市
無
形
民
俗�

本殿に献饌される「花の膳」（手前は烏帽子着に臨む成人男子）

木
野 

〈
土
器
の
里
〉
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文
化
財
）
で
す
。
こ
の
祭
礼
は
男
子
が
成
人
と
な
る
通
過
儀
礼
で
、
京
郊

村
落
に
お
い
て
中
世
末
期
に
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
愛
宕
神

社
に
は
祭
り
の
組
織
で
あ
る
宮み
や

座ざ

が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
現
在
で
も
氏
子

七
十
七
軒
に
よ
っ
て
厳
粛
な
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
烏
帽
子
着
の

な
か
で
注
目
さ
れ
る
神
事
と
し
て
、
祭
り
当
日
神
様
に
献
上
さ
れ
る
食
べ
物

で
あ
る
神し
ん

饌せ
ん

は
、
極
め
て
珍
し
い
も
の
で
す
。「
ゆ
り
膳
・
壱
の
膳
・
弐
の

膳
・
花
の
膳
」
か
ら
な
る
豪
華
な
神
饌
が
調
製
さ
れ
ま
す
。「
壱
の
膳
」
と

「
弐
の
膳
」
に
は
、
多
く
の
土
器
に
調
理
神
饌
が
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。
土
地

の
食
材
や
土
器
の
利
用
は
、
木
野
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
愛
宕
神
社
に
は
一
七
〇
〇
点
余
り
の
古こ

文も
ん

書じ
ょ

も
残
っ
て
い
ま
す
。
同

神
社
は
木
野
の
土
器
師
が
代
々
神
職
を
務
め
て
き
ま
し
た
。
所
蔵
文
書
は
、

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
か
ら
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
お
よ
び
、
土

器
師
と
い
う
生
業
を
中
心
に
結
束
し
た
村
人
の
生
活
の
よ
う
す
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
境
内
に
は
土
器
の
焼
窯
も
復
元
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の

土
器
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
詳
し
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

土
かわ
器
らけ
師
し
の土採取や諸公事免除の特権を保証した文書（寛永6年〈1629〉、愛宕神社蔵）
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八
瀬
は
高
野
川
上
流
沿
い
に
位
置
す
る
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
集
落
で

す
。
こ
の
地
に
昔
か
ら
住
み
、
生
活
し
て
き
た
人
び
と
を
八や

瀬せ

童ど
う

子じ

と
呼

ん
で
い
ま
す
。
童
子
と
は
寺
院
衆
徒
の
も
と
で
実
務
労
働
に
携
わ
る
者
を

意
味
し
、
子
供
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
瀬
童
子
と
は
比
叡
山
延
暦

寺
の
も
と
で
、
租
税
と
労
務
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
す
。

　

集
落
に
は
古
来
よ
り
若
狭
国
へ
と
続
く
若
狭
街
道
（
鯖さ
ば

街
道
）
が
通
っ
て

お
り
、
人
の
往
来
は
盛
ん
で
し
た
。
有
名
な
か
ま
ぶ
ろ
（
蒸
し
風
呂
）
も

江
戸
時
代
中
頃
に
は
十
六
軒
も
営
ま
れ
て
い
て
、
洛
中
の
八
軒
を
は
る
か

に
上
回
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
か
ま
ぶ
ろ
（
京
都
市
有
形
民
俗
文
化
財
）

は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
復
元
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
八
瀬

は
平
安
時
代
中
頃
に
は
、
延
暦
寺
青
蓮
坊
の
管
理
下
に
あ
っ
て
、
延
暦
寺

僧
侶
た
ち
の
往
還
に
貢
献
し
た
こ
と
か
ら
雑
役
が
免
除
さ
れ
た
り
、
祭
礼

組
織
で
あ
る
宮み

や

座ざ

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

南
北
朝
時
代
、
八
瀬
童
子
は
後
醍
醐
天
皇
の
延
暦
寺
逃
避
行
に
貢
献
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
役
免
除
の
特
権
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
国く
に

名な

（
十
三

か
国
分
）
を
名
乗
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る

八
瀬
童
子
の
気
持
ち
は
続
い
て
お
り
、
そ
れ
は
毎
年
九
月
十
六
日
の
「
御ご

八瀬に対して発給された織田信長禁制
〈永禄 11年（1568）9月付・重要文化財・八瀬童子会蔵〉

八
瀬 

〈
八
瀬
童
子
の
里
〉
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所し
ょ

谷だ
に

参
拝
」
に
み
ら
れ
ま
す
。
天
皇
の
命
日
（
旧
暦
八
月
十
六
日
）
早
朝
、

御
所
谷
の
あ
る
山
に
登
り
、
御
所
に
向
か
っ
て
遙よ
う
は
い拝
す
る
の
で
す
。
八
瀬

童
子
に
許
さ
れ
た
諸
役
免
除
の
特
権
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
継
続
さ

れ
ま
し
た
が
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
は
大
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
延
暦
寺
が
比
叡
山
に
お
け
る
領
域
改
め
を
決
行
し
た
た
め
、
八
瀬
童

子
が
今
ま
で
し
て
き
た
柴
薪
な
ど
の
伐
採
が
大
幅
に
で
き
な
く
な
り
、
死
活

問
題
と
な
っ
た
の
で
す
。
八
瀬
童
子
は
立
ち
上
が
り
、
江
戸
に
ま
で
出
向

き
訴
え
ま
し
た
。
一
年
以
上
に
な
る
訴
訟
期
間
の
後
、
結
果
は
領
域
の
変

更
こ
そ
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
八
瀬
村
に
あ
る
禁
裏
御
領
以
外
の

地
は
全
て
が
年
貢
諸
役
一
切
免
除
と
な
り
ま
し
た
。
時
の
老
中
秋
元
喬た
か
と
も知

へ
の
感
謝
を
込
め
て
、
赦し
ゃ
め
ん免
地ち
お
ど
り踊
（
京
都
市
無
形
民
俗
文
化
財
）
が
始
ま

り
今
に
続
い
て
い
ま
す
。

　

明
治
に
入
っ
て
も
実
質
租
税
免
除
の
特
権
は
維
持
さ
れ
、
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
の
終
戦
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。
八
瀬
童
子
は
政
治
家
や
政
府

高
官
と
の
つ
な
が
り
も
深
く
、
皇
居
で
の
輿よ
ち
ょ
う丁
（
天
皇
の
乗
る
輿
を
担
ぐ
）

勤
務
や
、
大た
い
そ
う喪
（
天
皇
・
三
后
の
葬
儀
）
及
び
大た
い
れ
い礼
（
天
皇
即
位
の
儀
礼
）

時
の
輿
丁
も
務
め
ま
し
た
。
大
き
な
時
代
の
波
の
な
か
を
、
八
瀬
童
子
と

し
て
の
誇
り
を
常
に
貫
い
た
姿
は
、
歴
史
に
残
る
実
に
尊
い
も
の
で
し
た
。

平
成
二
十
二
年
に
は
「
八
瀬
童
子
関
係
資
料
」
七
四
一
点
が
、
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

皇居吹上御所において天皇の輿を担ぐ八瀬童子
〈昭和 14 年（1939）7月12日撮影・重要文化財・八瀬童子会蔵〉
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大
原
は
高
野
川
上
流
に
位
置
す
る
集
落
で
、
中
近
世
以
降
は
来
迎
院
村
・

勝
林
院
村
・
草
生
村
・
上
野
村
・
大
長
瀬
村
・
野
村
・
井
手
村
・
戸
寺
村

の
八
か
村
を
大
原
八
郷
と
も
呼
び
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
は
北

部
の
小
出
石
村
・
百
井
村
・
大
見
村
・
尾
越
村
も
大
原
村
と
な
り
、
昭
和

二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
京
都
市
左
京
区
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
大
原
は
広
域
集
落
で
す
が
、
な
か
で
も
中
核
の
八
郷
の
地
域
は
、
平

安
時
代
よ
り
比
叡
山
延
暦
寺
の
影
響
下
に
あ
り
ま
し
た
。
同
時
代
中
頃
に

は
小
庵
が
建
立
さ
れ
始
め
、
勝
林
院
・
来
迎
院
と
い
っ
た
寺
観
を
整
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
大
原
の
里
人
に
と
っ
て
、
現
在
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
う
三
千

院
や
寂
光
院
を
は
じ
め
と
す
る
諸
寺
院
は
、
全
く
生
活
や
信
仰
と
関
わ
り

の
な
い
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ

と
は
、
江え

文ぶ
み

大
明
神
（
現
江
文
神
社
）
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
社

は
、
勝
林
院
社
僧
四
坊
（
普
賢
院
・
実
光
院
・
理
覚
院
・
宝
泉
院
）
の
な
か

の
座
首
が
「
江
文
大
明
神
社
僧
別
当
職
」
と
い
う
立
場
で
実
権
を
握
っ
て

い
ま
し
た
。
中
世
に
お
い
て
勝
林
院
は
大
原
村
内
の
掌
握
に
務
め
ま
す
が
、

江
戸
時
代
に
は
梶
井
門
跡
（
後
の
三
千
院
）
の
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き

大原の里人の精神的支柱であった江文神社

大
原 

〈
広
域
集
落
の
営
み
〉
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ま
す
。
な
お
大
原
の
各
村
に
は
「
社
人
」
が
い
て
、
神
社
の
世
話
や
供
え

物
を
す
る
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

村
落
の
自
治
に
つ
い
て
は
、
政ま
ん

所ど
こ
ろと
い
う
大
原
郷
行
政
の
中
心
的
立
場
を

担
う
役
職
の
者
が
お
り
ま
し
た
。「
政
所
仲
間
」
の
な
か
の
責
任
者
は
「
政

所
当
役
」
と
し
て
八
か
村
を
統
括
し
ま
し
た
。
大
原
政
所
家
は
京
都
所
司

代
か
ら
洛
北
十
三
か
村
の
触
頭
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
十
七
世
紀
中
頃

か
ら
は
大
原
郷
の
み
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
大
原
北
部

の
山
中
に
は
、
離
村
と
し
て
百
井
・
大
見
・
尾
越
の
各
村
が
点
在
し
ま
し

た
が
、
こ
の
各
村
は
思し

子こ

淵ぶ
ち

信
仰
と
い
っ
て
、
琵
琶
湖
に
流
れ
る
安
曇
川

の
司
水
神
の
信
仰
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
百
井
に
鎮
座
す
る
思

子
淵
神
社
に
は
、
平
安
時
代
後
期
造
像
と
さ
れ
る
毘
沙
門
天
像
が
安
置
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
思
子
淵
神
の
本
地
仏
は
毘
沙
門
天
で
は
な
い
か

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

京
都
の
近
郊
村
落
た
る
大
原
と
は
、
広
域
で
あ
っ
て
も
村
落
と
し
て
発

展
を
遂
げ
た
風
光
明
媚
な
里
で
し
た
。
今
や
洛
北
に
位
置
す
る
観
光
地
と

し
て
も
著
名
で
す
が
、
ゆ
っ
く
り
散
策
す
る
と
大
原
の
歩
み
が
体
感
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

草生町の「湯上げの神事」は、今も神仏習合で行われる。




